
介護老人福祉施設 ＨＯＭＥ ＴＯＷＮ コスモス　（ユニット型個室） 令和 3年　８月　１日

　利用料の合計 介護保険の負担額 自己負担額 +  ④電気代

月（30日） 円 Ａ ・ Ｂ ・ Ｃ Ｄ 　100～200円

１日
円 ＝ 円 ＋ 円

日　数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

　１日 4,519 4,595 4,677 4,756

Ａ+Ⅾ ３０日 135,579 137,861 140,325 142,667

以下の段階　　　◇世帯全員が市民税非課税（非課税世帯と思われる方は市役所介護保険担当部署にお問合わせ下さい。）

 第１段階　 Ａ+Ⅾ 　１日 2,039 2,115 2,197 2,276

　生活保護受給者 ３０日 61,179 63,461 65,925 68,267

 第２段階 Ａ+Ⅾ 　１日 2,129 2,205 2,287 2,366

３０日 63,879 66,161 68,625 70,967

 第３段階(１) Ａ+Ⅾ 　１日 2,879 2,955 3,037 3,116

３０日 86,379 88,661 91,125 93,467

 第３段階(２) Ａ+Ⅾ 　１日 3,589 3,665 3,747 3,826

３０日 107,679 109,961 112,425 114,767

　１日 5,339 5,492 5,656 5,812

Ｂ+Ⅾ ３０日 160,164 164,756 169,686 174,345

　１日 6,158 6,388 6,634 6,867

Ⅽ+Ⅾ ３０日 184,745 191,634 199,028 206,018

□含まれている費用　：〇排泄用品代　〇衣類の洗濯代 □介護費用は小数点切上げ等により誤差が生じることがあります。

2 内訳 （1日あたり） 加算の内容及び加算の条件は裏面に記載。

Ａ　【 １割負担 】　介護保険
項　　目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

介護福祉施設サービス費(ユ型施設)(単位) 652 720 793 862

日常生活継続支援加算Ⅱ （単位） 46 46 46 46

夜勤職員配置加算Ⅱ２(ロ) （単位） 18 18 18 18

看護体制加算　Ⅰロ （単位） 4 4 4 4

看護体制加算　Ⅱロ （単位） 8 8 8 8

介護職員処遇改善加算          ８．３％ (単位) 60 66 72 78

介護職員等特別処遇改善加算 ２．７％ (単位) 20 21 23 25

地域区分の上乗せ割合          １．４％ (円) 11 12 13 15

（円） 819 895 977 1,056

Ｂ　【 ２割負担 】　介護保険

（円） 1,639 1,792 1,956 2,112

Ｃ　【 ３割負担 】　介護保険

（円） 2,458 2,688 2,934 3,167

Ｄ　自己負担額　　 ：　 世帯及び本人の収入、所得等によります。　（円）

項　　目 第１段階 第２段階 第３段階(１) 第３段階(２)

　居  住  費 820 820 1,310 1,310

  食  事  費 300 390 650 1,360

  おやつ代 100 100 100 100

計 （円）　Ｄ 1,220 1,310 2,060 2,770

３・ 加算料金

3,901

　収入等１２０万円以上 117,018

基準額

2,140

1,460

100

3,700

利用者負担の段階

　収入等８０万円以下

　収入等８０～１２０万円

【1割負担】　合計　Ａ

18

4

83

要介護５

4,831

144,918

5,962

178,870

2,351

70,518

2,441

73,218

3,191

7,094

212,805

【２割負担】 

【３割負担】 

【２割負担】　合計　Ｂ

1,131

27

46

利用料　

    (単位　円)

8

基準額

【１割負担】

2,262

【３割負担】　合計　Ｃ 3,394

16

95,718

要介護５

929



介護保険対象内の費用 ： ご利用内容及び要件により加算されます。

現在、施設サービスの対象となる加算項目です。 令和 ３年 ４月 １日

一日あたり ３０日あたり 内容及び加算の条件

初期加算 ３０単位 ９００単位  入居日または退院日から３０日以内の期間が対象

栄養マネジメント加算 １４単位 ４２０単位  管理栄養士を配置し栄養ケア計画に従い栄養管理を行う

療養食加算 １８単位 ５４０単位  医師の指示に基づく療養食を提供した場合（一食あたり　６単位）

認知症専門ケア加算(１) ３単位 ９０単位

認知症専門ケア加算(Ⅱ) ４単位 １２０単位

口腔衛生管理加算(１) ９０単位

口腔衛生管理加算(Ⅱ) １１０単位

日常生活継続支援加算Ⅱ 　　４６単位 １３８０単位

夜勤職員配置加算Ⅱ２(ロ) 　　１８単位 ５４０単位

夜勤職員配置加算Ⅳ２(ロ) 　　２１単位 ６３０単位

看護体制加算　Ⅰロ 　　　４単位 １２０単位 定員５１人以上、常勤の看護師を１名以上配置する

看護体制加算　Ⅱロ 　　　８単位 ２４０単位

外泊時費用 　２４６単位  入院または自宅等に２泊３日以上外泊された場合（月６日を限度）

看取り加算Ⅰ ７２単位  施設において看取り介護を行なった場合（死亡日４５日前～３１日前）

看取り加算Ⅰ １４４単位  施設において看取り介護を行なった場合（死亡日３０日前～４日前）

看取り加算Ⅰ 　６８０単位  同上（死亡日の前々日、前日）

看取り加算Ⅰ １，２８０単位  同上（死亡日)

身体拘束未実施減算 10%

褥瘡マネンジメント加算 １０単位

排せつ支援加算 １００単位

再入所時栄養連携加算 ４００単位/回

配置医師緊急時対応加算 ６５０単位

配置医師緊急時対応加算 １，３００単位

介護職員処遇改善加算Ⅰ 8.3%  介護費、各加算等を算定し加算率８．３％を乗じる

介護職員処遇改善加算Ⅰ 2.7%  介護費、各加算等を算定し加算率２．７％を乗じる

地域区分ごとの上乗せ割合 1.4%  福井市（７級地）総単位数に１単位あたり１０．１４円を割り増し

※備　考 「変更」の加算は対象となる要件のときに、お知らせ 及び 請求等の手続きをします。

その他加算は、加算の要件が整ったときにお知らせして請求等の手続きをします。

 排泄に介護を要する原因について分析、支援計画の作成等を行う

ユニット型。夜間帯の職員配置が基準を上回り配置、介護が困難な方に対して質の高

いケアを提供します。

対象

時

 医師の配置等の体制を整備し、早朝（６～８時）・夜間(１８～２２時)に施設を訪問し入

所者の診療を行った場合

 医師の配置等の体制を整備し、深夜(２２時～６時)に施設を訪問し入所者の診療を

行った場合

　入所者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食等、入院前とは大きく異なる

栄養管理が必要となった場合、医療機関の管理栄養士と連携した場合等

 身体的拘束等のさらなる適正化を図るため、基準等の未実施の場合の１日単位で減

額します。

 入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成等を行う　　　　　　　　　　　　　　３月に

１回を限度

口腔衛生の管理体制を整備し各入居者状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行

う。歯科医師又は歯科衛生士が介護職員に対する口腔衛生等の技術的助言及び指導

を年２回以上実施。

 重度の要介護状態や認知症の方を受入れ、介護福祉士を一定以上（手厚く）配置し

て、質の高いケア及び個人の尊厳を支援します。

ユニット型。現行の要件に加えて、夜間帯を通じて客痰吸引等の実施できる介護職員

等（特定行為業務の登録者）を配置。

対象

時

日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が５割以上、認知症介護実践リーダー研修終了者を

配置し専門的な認知症ケアを実施、認知症ケアに関する会議を定期開催

定員５１人以上、常勤換算で看護職員数に１人加えた人数、看護職員による２４時間連

絡できる体制を確保している

対象

時
対象

時
対象

時

加算(１)の要件に加え、口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し

項　　　目

日常生活自立度Ⅲ以上の利用者が５０割以上、認知症介護実践リーダー研修終了者

を配置し専門的な認知症ケアを実施、認知症ケアに関する会議を定期開催


